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１【提出理由】

平成25年６月15日開催の当社第43期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取

引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規程に基づき、

本臨時報告書を提出するものであります。

　

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月15日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金の処分の件

            １.期末配当に関する事項

　　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

　　　　　　　　　　　１株につき金 　９円　　総額　1,139,408,037円

　　　　　　　　ロ　効力発生日

　　　　　　　　　　　平成25年６月17日

　　　　　　２.剰余金処分に関する事項

　　　　　　　イ　増加する剰余金の項目とその額

　　　　　　　　　　　別途積立金　　　5,000,000,000円　　　

　　　　　　　　ロ　減少する剰余金の項目とその額

　　　　　　　　　　　繰越利益剰余金　5,000,000,000円　　　　　　　　

　
第２号議案　定款一部変更の件

　執行役員制度を定款上明確に位置付けるため、第27条として執行役員に関する規定を追

加するとともに、それらに関連する第25条、第26条の規定についても一部の変更を行うも

のであります。

　
第３号議案　取締役16名選任の件

　取締役として、寺町彰博、寺町俊博、今野宏、大久保孝、林田哲也、桑原淳一、星野京延、槇

信之、木内秀行、坂井淳一、石川裕一、下牧純二、星出薫、神戸昭彦、伊藤栄、甲斐莊正晃の16

名を選任するものであります。

　

第４号議案　監査役１名選任の件

　　　　　　　  監査役として、渡邉瀞夫を選任するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件並びに当該決議の結果

　

決議事項
賛成数
（個）

反対数
（個）

棄権数
（個）

賛成率
（％）

決議の結果

第１号議案 969,60416,357 92 97.13% 可決

第２号議案 982,0933,359 603 98.38% 可決

第３号議案
　 　 　

　
　

　寺町彰博 905,26379,911 876 90.68% 可決
　寺町俊博 949,54735,629 876 95.12% 可決
　今野　宏 949,53435,642 876 95.12% 可決
　大久保孝 949,57735,599 876 95.12% 可決
　林田哲也 949,59735,579 876 95.12% 可決
　桑原淳一 949,59535,581 876 95.12% 可決
　星野京延 949,59835,578 876 95.12% 可決
　槇　信之 949,56535,611 876 95.12% 可決
　木内秀行 949,53935,637 876 95.12% 可決
　坂井淳一 949,57135,605 876 95.12% 可決
　石川裕一 949,59535,581 876 95.12% 可決
　下牧純二 949,60035,576 876 95.12% 可決
　星出　薫　 948,56836,608 876 95.02% 可決
　神戸昭彦 948,56736,609 876 95.02% 可決
　伊藤　栄 961,67123,505 876 96.33% 可決
　甲斐莊正晃 954,49030,957 603 95.61% 可決

第４号議案
　 　 　

　
　

　渡邉 瀞夫 976,2689,183 603 97.79% 可決
(注) １ 各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、出席をした議決権行使をすることができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

・第３号議案及び第４号議案は、議決権行使をすることができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の

出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

　　 ２ 賛成率の計算方法は次のとおりであります。

　　 　・本総会に出席した株主の議決権の数（事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する各議案の賛否に関

して確認できた議決権数の割合であります。

　

（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを

合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株

主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

　
以　上
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